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公園緑地部が指定管理者制度を導入している 

公の施設における利用料金の還付に関する取扱い基準 

 

（趣旨） 

第１条 本基準は、堺市公園条例（昭和３５年条例第１８号）第３１条第６項の規定に基づ

き、公園緑地部が指定管理者制度を導入している公の施設の使用に係る料金（以下「利用料金」

という。）の還付に関する取扱いについて必要な事項を定める。 

（利用料金の還付）  

第２条 堺市公園の利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。 

（1）天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用ができなくなったとき

使用ができなくなった日以後の残余期間相当額 

（2）日本庭園和室について使用の許可を受けた者が使用しようとする日前３０日までに許可の取

消しを受けたとき。 全額 

（3）前２号に掲げる以外の使用の許可を受けた者が使用しようとする日前１４日までに許可の取

消しを受けたとき 全額 

2 前項に定めるもののほか、当該施設を管理する指定管理者が必要であると認める場合は、市

と協議のうえ、市長の承認を得て利用料金を還付できるものとする。 

 

    

附 則 

 この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この基準は、平成２９年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この基準の規定は、この基準の施行の日以後の使用に係る利用料金の還付について

適用し、同日前の使用に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。 

 

 


